
Ⅺ 健全化判断比率等の概要

◆健全化判断比率(４指標)等の概要

◆用語の説明と令和2年度健全化判断比率等
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   「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成 19 年 6 月法律第 94 号)」に    

基づく健全化判断比率（４指標）等の概要

この健全化判断比率は，地方公共団体の財政の健全化を維持・向上させるための制度として，主に以下

の内容を補い，地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表を義務化した制度として設けられ，平成

19 年度決算から適用となり，監査委員の意見を付して議会に報告し，広く公表させるものです。各健全

化判断比率に応じて，一定の比率を超過した場合には，早期健全化計画（イエローカード）・再生計画（レ

ッドカード）・公営企業の経営の健全化を図るための計画の策定が必要となります。

(1) 普通会計を中心にした収支の指標のみで，現在及び将来の負債等が明らかでなかった。

(2) 公営企業に対しての早期是正機能がなかった。

北海道夕張市で明らかになった第 3 セクターを含めた債務超過等を背景とし，その計画の取り組み状況

を毎年議会に報告させ，公表させることによって，地方公共団体の財政破綻を防ぐための制度として創設

されたものです。

「地方財政健全化法」の概要

Ⅰ 健全化判断比率の公表など

○ 地方公共団体（都道府県，市町村及び特別区。）は，毎年度，以下の健全化判断
比率を当該地方公共団体の監査委員の審査に付した上で，議会に報告し，公表し
なければならない。※以下，令和２年度決算の事例

◆実質赤字比率（※） 早期健全化基準  11.25％・①財政再生基準  20.0％超過

◆連結赤字比率（※） 早期健全化基準  16.25％・②財政再生基準  30.0％超過

◆実質公債費比率（※）早期健全化基準  25.00％・③財政再生基準  35.0％超過

◆将来負担比率（※） 早期健全化基準  350.0％

Ⅱ 財政の早期健全化（イエローカード）

１ 財政健全化計画

○ 健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には，財
政健全化計画を定めなければならないこととする。

２ 財政健全化計画の策定手続等

○ 財政健全化計画は，議会の議決を経て定め，速やかに公表するとともに，
総務大臣・都道府県知事への報告，全国的な状況の公表等の規定を設け
る。又，毎年度その実施状況を議会に報告し，公表する。

３ 国等の勧告等

○ 財政健全化計画の実施状況を踏まえ，財政の早期健全化が著しく困難で
あると認められるときは，総務大臣又は都道府県知事は，必要な勧告を
行なう。
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Ⅲ 財政の再生（レッドカード）

１ 財政再生計画

○ 再生判断比率（Ⅰの①～③）のいずれかが財政再生基準以上の場合には，
財政再生計画を定めなければならない。

２ 財政再生計画の策定手続，国の同意等

○ 財政再生計画は，議会の議決を経て定め，速やかに公表する。

○ 財政再生計画は，総務大臣に協議し，その同意を求めることができる。

○ 財政再生計画を定めている地方公共団体は（財政再生団体），毎年度，
その実施状況を議会に報告し，公表する。

３ 地方債の起債の制限

○ 再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団
体は，財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ，災害
復旧事業等を除き，地方債の起債ができないこととする。

４ 地方財政法第 5 条（地方債の制限）の特例

○ 財政再生計画に同意を得た財政再生団体は，収支不足額を振り替えるた
め，地方財政法第 5 条の規定にかかわらず，総務大臣の許可を受けて，
償還年限が財政再生計画の計画期間内である地方債（再生振替特例債）
を起こすことができる。

Ⅳ 公営企業の経営の健全化

○ 公営企業を経営する地方公共団体は，毎年度，公営企業ごとに資金不足
比率（※）を監査委員の審査に付した上で，議会に報告し，公表する。
これが経営健全化基準以上となった場合には，経営健全化計画を定めな
ければならないこととし，Ⅱの２，３及びⅤの１と同様の仕組みを設け
る。

Ⅴ その他

１ 外部監査

○ 地方公共団体の長は，健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基
準以上となった場合等には個別外部監査契約に基づく監査を求めなれ
ばならない。

２ 施行期日等

○ 健全化判断比率の公表は平成１９年度決算分から，他の義務付け規定に
ついては地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点から，平成２０年
度決算に基づく措置から適用する。
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令和 2 年度健全化判断比率等
（単位：％）

実質赤字

比  率

連結実質赤字

比    率

実質公債費

比   率

将来負担

比  率

―

（11.25）

―

（16.25）

0.4

（25.0）

11.6

（350.0）

※資金不足比率

―

  

参考 令和元年度健全化判断比率等

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

― ― 0.3 9.7

  ※令和元年度の公営企業における資金不足比率は「-」。

備考

１ 実質赤字額，連結実質赤字額，資金不足額又は将来負担額がない場合は当該比率の欄については，

「―」を記載している。

２ それぞれの欄（資金不足比率の欄を除く。）の括弧内に早期健全化基準の比率を記載している。

３ 連結実質赤字比率の欄に内訳として公営企業会計（調布市下水道事業会計）の資金不足比率を記

載している。

健全化判断比率（４指標）等の推移

区  分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

実質赤字比率 - - - - -

連結実質赤字比率 - - - - -

実質公債費比率 2.8% 2.1% 2.2% 2.3% 1.8%

将来負担比率 10.2% 8.4% 8.3% 3.9% -

資金不足比率 - - - - -

※実質公債費比率は 3 ヵ年平均

区  分 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 2 年度

実質赤字比率 - - - - -

連結実質赤字比率 - - - - -

実質公債費比率 1.3% 0.7% 0.5％ 0.3％ 0.4％

将来負担比率 - 0.7% 6.8％ 9.7％ 11.6％

資金不足比率 - - - - -

※実質公債費比率は 3 ヵ年平均

【 用 語 説 明 と 令和 2 年度健全化判断比率等の算出内容】

標準財政規模

健全化判断比率を算定する際の基準額として用いられる額で，地方交付税算定上の地方公共団体の一般

財源の標準規模に臨時財政対策債発行可能額を加算した額

令和 2 年度決算で用いる額 50,981,656 千円
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実質赤字比率

一般会計・用地会計・受託水道事業会計の決算を対象（一般会計等）とし，重複分を純計した実質赤字

の標準財政規模に対する比率

実質赤字比率 ｛繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）}÷標準財政規模

繰上充用額 歳入不足のため，翌年度歳入を繰り上げて充用した額

支払繰延額 実質上歳入不足のため，支払を繰り延べた額

事業繰越 実質上歳入不足のため，事業を繰り越した額

（単位：千円）

① ② ③ ④

一般会計等の
実質赤字額

一般会計
実質収支額

用地会計
実質収支額

標準財政規模

0 5,314,780 0 50,981,656

　算定式

　　　　 （①－②－➂）　         ＝ ▲ 5,314,780

④                 ＝            50,981,656

＝ ▲ 10.42

※実質赤字額がない場合：上記の算出で▲実質収支比率となります。

   調布市 令和 2 年度決算における実質赤字比率（令和２年度実質収支額 5,314,780 千円）

早期健全化基準  11.25％・財政再生基準  20.00％超過

参考 元年度比率 ▲6.13％

連結実質赤字比率

全会計（一般会計等・国民健康保険事業・介護保険事業・後期高齢者医療・下水道事業）を対象とした

実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

連結実質

赤字比率
｛（①＋②）－（③＋④）｝÷ 標準財政規模⑤

① 一般会計及び公営企業会計（地方公営企業法適用・同法非適用）以外の特別会計のうち，実質

赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

② 公営企業の特別会計のうち，資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

➂ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち，実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

④ 公営企業の会計のうち，資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤

一般会計等・国保・
介護・後期高齢
会計の実質赤字

公営企業会計
（下水道事業）

の実質赤字

一般会計等・国保・
介護・後期高齢
会計の実質黒字

公営企業会計
（下水道事業）

の実質黒字
標準財政規模

0 0 5,841,422 465,049 50,981,656

　算定式

　　　{（①＋②）－（➂＋④）}　    ＝ ▲ 6,306,471

　 ➄                   ＝            50,981,656

＝ ▲ 12.37    
調布市 令和 2 年度決算における連結実質赤字比率（令和２年度連結実質収支額 6,306,471 千円）

連結実質赤字比率 ▲12.37％
早期健全化基準  16.25％・財政再生基準  30.0％超過

参考 元年度比率 ▲7.68％

実質赤字比率 ▲10.42％
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実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

【毎年度経常的に収入される財源のうち，公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるもの

を含めた実質的な公債費相当額（普通交付税で措置されるものを除く。）に充当されたものの占める割合

をいう。】

実質公債費比率

※分子／分母

の 3 か年平均

【分子】
（元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

【分母】

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

準元利償還金 ③満期一括償還地方債について，償還期間を３０年とする元金均等年賦償還をした場合の 1 年

当たり元金償還金相当額

④一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち，公営企業債の償還に充てたと

認められるもの

⑤一部事務組合等への負担金・補助金のうち，組合等が起こした地方債の償還の財源に充てた

と認められるもの

⑥債務負担行為に基づく支出のうち，公債費に準ずるもの

（単位：千円）

① ④ ⑤ ⑥ ⑦

元利償還金額
下水道事業公債費

相当

一部事務組合公債

費相当

準公債費の債務負

担行為相当
一時借入金

3,557,377 370,498 131,837 28,365 0

⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑭

特定財源
事業費補正算入の

公債費

災害復旧費等の基

準財政需要額
標準税収入額等

臨時財政対策債発

行可能額

1,736,271 239,668 1,711,551 50,981,656 0

　算定式（②・③・⑪・⑬・⑮：調布市は該当なし）

　　　　①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦－⑧－⑨－⑩－⑪－⑮ 400,587

　　　　⑫＋⑬＋⑭－⑨－⑩－⑪－⑮ 49,030,437

＝ 0.81 （令和2年度単年度）

＝　4,088,077 － 3,687,490　 ＝　

＝　50,981,656 － 1,951,219  ＝　

  調布市 令和 2 年度決算における実質公債費比率
2 年度   元年度   30 年度

0.81％   0.30％   0.37％

                 

早期健全化基準  25.0％・財政再生基準 35.0％超過
元年度   30 年度   29 年度

0.30％   0.37％   0.44％

対前年度比率のポイント 単年度の増減要因：前年度と比較して 0.51 ポイント比率が増となった理由は，

【単年度の主な増要因】

・分子側の①元利償還金の増（＋1.5 億）

・分子側の⑩災害復旧費等基準財政需要額の減

（▲1.3 億）

【単年度の主な減要因】

・分母側の⑫標準税収入額等の増（＋55 億）

・分子側の⑧特定財源の増

（＋0.1 億）

上記増要因が減要因を上回ったことにより，令和 2 年度の単年度比率が上昇し，平成 29 年度の単年度

比率を上回ったことから，３か年平均の比率も上昇した。

実質公債費比率 3 か年平均

（令和 2 年度単年度）

0.4％      

（0.8％）   

参考 元年度比率
0.3％

（0.3％）
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将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債から充当可能な財源を控除した将来負担見込額の標準財政

規模に対する比率

将来負担比率 【分子】
将来負担額 －（充当可能基金＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

【分母】
標準財政規模 － 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

将来負担額 ①一般会計等の地方債現在高

②債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第 5 条各号の経費等に係るもの）

③一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

④調布市が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる調布市からの負担金の支出見込額

⑤退職手当負担見込額（全職員に対する期末要支給額）のうち，一般会計等の支出見込額

⑥調布市が設立した一定の法人の負債の額，その法人のために債務を負担している場合の当該債務

の額のうち，当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

⑦連結実質赤字額

⑧一部事務組合等の連結実質赤字額のうち，一般会計等の支出見込額

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

地方債の現在高
債務負担行為

に基づく
支出予定額

公営企業債等
繰入見込額

組合負担等
見込額

退職手当
負担見込額

設立法人の負債
額等負担見込額

41,089,736 3,816,588 6,348,995 925,370 8,043,783 0

⑨ ⑪ ⑫

うち都市計画税

20,280,376 21,389,860 21,334,860 12,841,332 50,981,656

⑬ ⑭ ①～⑧の合計

災害復旧費等の
基準財政需要額

事業費補正算入
の公債費

将来負担額

1,711,551 239,668 60,224,472

　算定式（⑦・⑧：調布市は該当なし）

　　　①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧－⑨－⑩－⑪　　＝ 5,712,904

　　　　　　　　　⑫－⑬－⑭　　　　　　　　　　　　＝ 49,030,437

＝ 11.65

50,981,656 － 1,951,219　  ＝

60,224,472 －54,511,568　＝

標準財政規模

⑩

充当可能基金
基準財政需要額

算入見込額
充当可能
特定歳入

     調布市 令和２年度決算における将来負担比率

将来負担比率 11.6％
早期健全化基準 350.0％

参考 令和元年度比率 9.7％

対前年度比率のポイント 増減要因：前年度と比較して 1.9 ポイント比率が増となった理由としては，

【単年度の増要因】

・分子側の⑪基準財政需要額算入見込額の減

（▲16.4億）

・分子側の①地方債の現在高増

（＋1.4億）

【単年度の減要因】

・分母側の⑫標準財政規模の増（＋55億）

・分子側の⑨充当可能基金の増（＋3.9億）

上記増要因が減要因を上回ったことにより，比率が上昇した。
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公営企業における資金不足比率

連結実質赤字比率の算定基礎として用いられる公営企業における資金不足額の事業規模に対する比率

※公営企業会計（下水道事業会計が該当）

公営企業の資金不足比率 資金の不足額÷公営企業の事業の規模

資金の不足額 一般会計等の実質赤字に相当するものとして，公営企業会計ごとに算定した額

事業の規模 料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額

   （単位：千円）

① ② ③ ⑥ ⑫

流動負債   －
控除企業債等

算入地方債 流動資産
資金不足額
①＋②－③

事業の規模

669,709 0 1,134,758 ▲ 465,049 2,970,933

　算定式（④・⑤該当なし・⑦～⑪省略）

　　　⑥　　＝ ▲ 465,049

　　　⑫　　＝ 2,970,933

＝ ▲ 15.65
   調布市 令和 2 年度決算における資金不足比率

資金不足比率 ▲15.6％
経営健全化基準 20.0％

参考 元年度比率 ▲10.1％
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健全化判断比率等の事務フロー

  

調布市における連結ベースの対象

地方財政状況調査等の決算分析

市民への公表

一般会計

決算

用地会計

決算

国保会計

決算

介護保険会計

決算

一部事務組合

決算

下水道会計

決算

土地開発公社

決算

一部事務組合
第 3 ｾｸﾀｰ等

公営企業会計

その他特別会計

東京都

総務省

9 月中
暫定値公表

一般会計等

退職手当負担金
見込額

都市計画税収等

その他交付税
算入額等

健全化判断比率等基礎データの収集・分析・算定

監査委員への算出結果・資料の提出

監査委員からの審査意見を付して議会に報告

東京都への報

告 7 月中旬・

内容確認8 月

総務省

11 月公表

市民への公表後に

東京都知事へ報告

後期高齢会計

決算
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制 度 の 解 説 等

１ 地方財政再建制度の見直し

従来の地方財政再建制度は，地方公共団体の普通会計を主な対象とする「地方財政再建促

進特別措置法（再建法）」を中心として組み立てられてきました。再建法は，昭和29年度の

赤字団体の財政再建手続（本再建）に対する特別措置であり，それ以降の年度における赤字

団体に対しては本再建の規定を準用する仕組（準用再建）とされてきました。

この制度では，主に次のような課題がありました。

① 財政の健全性を把握するためのわかりやすい財政指標がないこと。

② 再建団体の基準しかなく，早期に是正を促していく機能がないこと。

③ 再建団体を判定する基準は，実質収支比率（フロー指標）を唯一の指標として使っ

ているため，他のフロー指標の悪化や，ストック指標に課題がある場合であっても対

象とならないこと。また，主として普通会計のみを対象としており，公営企業や地方

公社などとの関係が考慮されていないこと。

④ 本再建では財政再建債などの法に定める支援があったが，準用再建では法に基づく

財政支援措置はなく，再建を促進するための仕組が限定的であること。

そこで，これらの課題を克服するため，新たな地方公共団体の再生法制が議論されました。

透明なルールに基づく早期健全化の枠組を設け，それでも改善しない場合に再生の枠組に移

行するという２段階の新たな手続を構築するのが，今回の『地方公共団体の財政の健全化に

関する法律（以下「財政健全化法という。」』です。

なお，今回の財政健全化法の施行に伴い，「地方財政再建促進特別措置法」に基づく再建

制度と，「地方公営企業法・第７章財政の再建」に基づく公営企業の再建制度は廃止になり

ました。

２ 新たな再生法制の概要
(1) 健全化判断比率の公表

地方公共団体は，毎年度，以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で，議会に

報告し，公表しなければなりません。

① 実 質 赤 字 比 率

② 連結実質赤字比率            

③ 実 質 公 債 費 比 率

④ 将 来 負 担 比 率

①～④

健全化判断比率

①～③

再生判断比率
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(2) 財政健全化計画
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合には，財政健全化計画を定めなけ

ればなりません。これは，議会の議決を経て定め，速やかに公表するとともに，都知事に報

告しなければなりません。

(3) 財政再生計画
再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には，財政再生計画を定めなければな

りません。これは，議会の議決を経て定め，速やかに公表するとともに，都知事を経由して

総務大臣に報告しなければなりません。

(4) 資金不足比率の公表等
公営企業を経営する地方公共団体は，毎年度，公営企業ごとの資金不足比率を監査委員の

審査に付した上で，議会に報告し，公表しなければなりません。

(5) 経営健全化計画
資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には，経営健全化計画を定めなければなりませ

ん。これは，議会の議決を経て定め，速やかに公表するとともに，都知事に報告しなければ

なりません。

(6) 外部監査
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合・資金不足比率が経営健全化基準

以上の場合には，財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について，個別

外部監査契約に基づく監査を求めなければなりません。

※ 根拠法令
○地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）     施行日 平成20年4月1日

○地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令（平成19年政令第397号）   施行日 平成20年4月1日

○地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則（平成20年総務省令第8号）  施行日 平成20年4月1日

３ 財政指標の意義

(1) 実質赤字比率

地方公共団体の一般会計や一部の特別会計について，歳出に対する歳入の不足額がある場

合に，その赤字額を地方公共団体の一般財源の標準規模を表わす標準財政規模の額で除して

得た指標です。

地方公共団体の会計は，単年度において収支が均衡することが大原則ですが，やむを得ず

赤字が生じたときは，次年度の歳入を繰り上げて充用することになっています。この繰上充

用額が，その年度の形式的な赤字額ということです。

ところで，形式的には赤字に該当しなくとも，歳入の不足が生じた場合に，その年度に支

払うべき債務を次年度に繰り延べたり，その年度に執行すべき事業を次年度に繰り越したり

することは，実質的には赤字と同様の性格を有するものです。

そこで，本件指標においては，形式的な赤字額のみではなく，これらの要素も加算した実

質的な赤字額により比率を算定します。

ある年度の赤字が解消できないと，翌年度に繰り越され，翌年度においてその分の歳入確

保・歳出削減ができなければさらに繰り越され，赤字が累積してしまい，瞬く間に解消不可
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能な金額に膨らんでしまうこともありえます。この比率が高くなるほど深刻な事態になりま

す。まずは，赤字を出さないように財政規律を守っていくことが基本であり重要です。

(2) 連結実質赤字比率

地方公共団体のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して，地方公共団体全体の歳出に対

する歳入の資金不足額がある場合に，その赤字額を，標準財政規模の額で除して得た指標で

す。

従来の制度では，一般会計等に属さない特別会計については，地方公営企業法の当然適用

事業（水道，交通事業など７事業）と一部適用事業（病院事業）についてのみ，地方公営企

業法に基づく再建制度が設けられていました。そのため，地方財政法上の公営企業であって

も，地方公営企業法の適用義務がないもの（例えば，下水道事業，観光施設事業，宅地造成

事業など）については再建制度の対象になっていませんでした。また，国民健康保険事業や

介護保険事業などの会計についても同様でした。

公営事業会計は，料金収入などを主な財源として運営されるものですが，赤字経営である

ケースも少なくなく，これらの会計の経営状況が悪化すると，一般会計からの負担も増大す

ることとなります。そこで，これらの会計におけるすべての赤字・黒字の要素を合算して比

率を算定し，地方公共団体全体における収支が健全かどうか把握しようとするものです。

連結決算の赤字も，この比率が高くなるほど解消が困難になったり，解消期間が長期に及

んだりする可能性があります。万が一，連結赤字が生じてしまった場合は，その原因を明ら

かにするとともに，早期に十分な対策を講ずる必要があります。

(3) 実質公債費比率

地方公共団体の一般会計等の歳出のうち，義務的経費である公債費や公債費に準じた経費

を，標準財政規模を基本とする額で除して得た数値の３ヵ年平均値による指標です。

公債費や公債費に準じた経費は，ひとたび増大してしまうと，短期間で削減したり先送り

することが困難なものです。そこで，一定以上の規模にならないようにすることが重要です。

この比率が高まると財政の弾力性が低下し，他の経費を節減しないと収支が悪化し，赤字

団体になる可能性が高まります。

本件指標は，地方財政法第５条の４に基づき，平成18年度から地方債の協議・許可制度に

おいても用いられているものです。
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(4) 将来負担比率

地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになる実質的な負債額を把握し，この

将来負担額からその償還に充てることが可能な基金等の額を控除した上で，標準財政規模を

基本とする額で除して得た指標です。

(1)～(3)の３つの指標は，フロー指標といわれるもので，当該年度における現金の流れに

よる状況を示すものですが，これらだけでは地方公共団体の負債の状況や将来の収支見通し

が十分につかめません。本件指標は新たに導入されたストック指標です。

この指標を算定するに当たっての将来負担額には，一般会計等の地方債残高に加え，債務

負担行為に基づく支出予定額，一般会計等以外の会計の公債費に充てるため一般会計等が負

担することになる見込額，退職手当支給予定額，地方公社の負債額や第三セクター等のため

に債務を負担している場合の一般会計等の負担見込額，連結実質赤字額などが含まれること

とされています。

この比率が高い場合は，当該団体の標準財政規模に比べて将来負担が大きいということに

なり，今後の財政運営が圧迫される可能性があることから，注意していく必要があります。

(5) 資金不足比率

公営企業会計ごとに算定するもので，一般会計での実質赤字に相当する資金不足額を，営

業収益の額などから算定する事業規模で除して得た指標です。

財政健全化法においては，地方公共団体の全会計を通じた連結実質赤字比率の算定におい

て，個別の会計ごとに公営企業会計の資金不足額を求め，算入するとともに，個別資金の不

足比率を算定することとなります。

公営企業が提供する住民サービスは，上・下水道，病院など住民の日常生活に欠くことが

できないものが多い上に，その経営悪化が住民生活に多大な影響を与える可能性があるため，

このような事態が生じないよう経営が悪化する初期段階から自律的な経営改善を促し，個々

の公営企業の経営悪化が一般会計等に与える影響を未然に防止するなどの観点から，公営企

業の経営の健全化については，地方公共団体全体の財政の早期健全化・再生の仕組みとは別

に，早期の経営健全化のための制度が設けられています。

この比率が高くなるほど，料金収入等により資金不足を解消することが難しくなりますの

で，経営状況に問題があることとなります。
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４ 基準値
(1) 実質赤字比率

早 期 健 全 化 基 準
11.25～

15.00％

現行の地方債の協議・許可制度における許可制移行基準（市町村＝

2.5～10％）と財政再生基準との中間値をとって定められた。

財 政 再 生 基 準 20.00％ 現行再建法の起債制限の基準（市町村＝20％）に準じて定められた。

※早期健全化基準の算出

[1/5＋(地方財政法施行令第8条第2項の規定により算定した額(A)÷標準財政規模(B)の額)]×1/2

(A)･･･標準財政規模の額が500億円以上の場合＝標準財政規模(B)の額×1/40

(B)･･･臨時財政対策債の発行可能額を含める取扱いとする。

調布市の事例（令和2年度決算統計数値）

標準財政規模＝50,981,656

[1/5＋50,981,656×1/40÷50,981,656]×1/2 ≒ 0.1125 ＝ 11.25％

(2) 連結実質赤字比率

早期健全化基準
16.25～

20.00％

公営企業会計等における経営健全化等を踏まえ，実質赤字比率の早

期健全化基準に5％を加算して定められた。

財 政 再 生 基 準 30.00％
上記と同様の観点から，実質赤字比率の財政再生基準に10％を加算

して定められた。

※早期健全化基準の算出 実質赤字比率の数値＋1/20

調布市の事例（令和2年度決算統計数値）

[0.1125＋1/20] ＝ 0.1625 ＝ 16.25％

※財政再生基準は，Ｈ23年度までの３年間の経過措置を経てＨ24年度以降は本則

【21】40％→【22】35％→【23】30％→【24～】30％

(3) 実質公債費比率

早期健全化基準 25.0％
現行の地方債の協議・許可制度において一般単独事業の許可が制限さ

れる基準と同数値とされた。

財 政 再 生 基 準 35.0％
現行の地方債の協議・許可制度において公共事業等の許可が制限され

る基準と同数値とされた。

(4) 将来負担比率

早期健全化基準 350.0％
実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平

均的な地方債の償還年数を勘案して定められた。

(5) 資金不足比率

経営健全化基準 20.00％
現行の地方債の協議・許可制度における許可制移行基準を勘案して定

められた。

※基準値の考え方
今回の財政健全化法では，早期健全化基準・経営健全化基準（イエローゾーン）に該当した場合に，

早期の健全化の枠組を設け，早期に是正措置を講じることとしました。

この健全化判断比率等だけで，市の財政状況の全てを判断できるものではなく，従来の財政指標で

ある経常収支比率その他様々な指標も併せ，多面的な財政分析を行うとともに，財政の健全性の維持

に向けて不断の努力が必要なことは言うまでもありません。調布市においては，この健全化判断比率

等の他団体比較などを行いながら，引き続き，健全財政の維持・向上につなげていきます。
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５ 比率の算定方法

(1) 実質赤字比率

    実 質 赤 字 額       ☆早期健全化基準 11.25～15.00％

    標準財政規模の額                ⇒団体ごと年度別に算定

                      ★財 政再生 基準 20.00％

一般会計等※を対象とする実質赤字額＝(A)＋(B)＋(C)

(A) 繰上充用額＝前年度の歳入不足のため，当該年度の歳入を繰り上げて充用した額

(B) 支払繰延額＝前年度の実質上歳入不足のため，前年度に支払うべき債務の支払を当該

年度に繰り延べた額

(C) 事業繰越額＝前年度の実質上歳入不足のため，前年度に執行すべき事業に係る歳出予

算額を当該年度に繰り越した額

※一般会計等＝一般会計＋特別会計のうち，次のイ～ハ以外のもの（＝普通会計）

イ：地方公営企業法の全部適用・一部適用の企業（＝法適用企業）に係る特別会計

ロ：地方財政法に規定する公営企業のうち，法適用企業以外のもの（＝法非適用企業）に

係る特別会計

ハ：イ・ロのほか，国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療，農業共済，介護サービス，

駐車場，交通災害共済，公営競技，公立大学又は公立大学の医学部・歯学部に附属す

る病院，有料道路の事業に係る特別会計

(2) 連結実質赤字比率

    連結実質赤字額       ☆早期健全化基準 16.25～20.00％

    標準財政規模の額 ⇒団体ごと年度別に算定

                      ★財 政再生 基準 30.00％

連結実質赤字額＝[(A)＋(B)]－[(C)＋(D)]

(A)＝一般会計又は公営企業（＝法適用企業＋法非適用企業）以外の特別会計のうち，前

年度に実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

(B)＝公営企業の特別会計のうち，前年度に資金不足額を生じた会計の資金不足額の合計

額

(C)＝一般会計又は公営企業以外の特別会計のうち，前年度に実質黒字を生じた会計の実

質黒字の合計額

(D)＝公営企業の特別会計のうち，前年度に資金剰余額を生じた会計の資金剰余額の合計

額
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(3) 実質公債費比率

  (元利償還金＋準元利償還金①)－(特定財源＋算入公債費等の額②)

       標準財政規模の額－算入公債費等の額

                       

☆早期健全化基準 25.0％

                        ★財 政再生 基準 35.0％

① 準元利償還金の内容＝イ～ホの合計額

イ：満期一括償還地方債について，償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合

の１年当たりの元金償還金相当額

ロ：一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち，公営企業債の償還の財

源に充てたと認められるもの

ハ：当該団体が加入する組合・当該団体が設置団体である地方開発事業団（＝組合等）へ

の負担金・補助金のうち，組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められ

るもの

ニ：債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

ホ：一時借入金の利子

② 算入公債費等の額

＝地方交付税法の規定により，地方債の元利償還金・準元利償還金に係る経費として普

通交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入される額

(4) 将来負担比率

  将来負担額①－(充当可能基金額②＋特定財源見込額③＋地方債現在高等に係

る基準財政需要額算入見込額④)

           標準財政規模の額－算入公債費等の額

                        

☆早期健全化基準 350.0％

① 将来負担額＝イ～チの合計額

イ：前年度末における一般会計等の地方債現在高

ロ：前年度末における債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号に規定す

る経費等に係るものに限る。）→ 例：PFI事業に基づく建設事業費，土地購入費など

ハ：前年度末までに起債した一般会計等以外の特別会計に係る地方債の元金償還に充てる

ため，一般会計等からの繰入れが必要と見込まれる金額

ニ：組合等が起債した地方債の元金償還に充てるため，当該団体からの負担・補助が必要

と見込まれる合計額

ホ：前年度末日における当該地方公共団体の職員の全員が同日において自己都合により退

職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当のうち，一般会計等が実質的に負担

することが見込まれる額

ヘ：前年度末における当該地方公共団体が設立した一定の法人（＝設立法人）※1の負債

額・当該地方公共団体が設立法人以外の者のために債務を負担している場合※2にお

ける当該債務額のうち，これらの者の財務内容・経営状況を勘案して，一般会計等に

おいて実質的に負担することが見込まれる額

※1 地方道路公社，土地開発公社，地方独立行政法人

※2 第三セクターに対して損失補償を行っている場合など

の３ヵ年平均
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ト：連結実質赤字額

チ：前年度末における組合等の連結実質赤字額の相当額のうち，一般会計等において実質

的に負担することが見込まれる額

② 充当可能基金額＝①のイ～ヘの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の

基金の前年度末における残高合計額

③ 特定財源見込額＝①のイ～ニの償還額等に充てることができる特定の歳入見込額

④ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額＝地方交付税法により，①のイ～ニに

要する経費として普通交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入されることが見込ま

れる額として総務省令で定めるところにより算定した額

(5) 資金不足比率

    資 金の不 足額 ①        ☆経営健全化基準 20.00％

    事 業 の 規 模 ②    

① 資金の不足額＝以下のとおり算定した前年度の資金不足額

Ａ 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業  イ＋ロ＞ハの場合，(イ＋ロ)－ハ

イ：(前年度末日における流動負債の額)－(前年度末日における一時借入金・未払金で

建設改良費に係るもののうち，その支払に充てるため当該年度において起債するこ

ととしている額)

ロ：前年度末日における建設改良費等以外の経費に充てるために起債した地方債現在高

ハ：(前年度末日における流動資産の額)－(前年度に執行すべき事業の支出予算額のう

ち当該年度への繰越事業の財源に充当できる特定財源で，前年度に収入された部分

に相当する額)

Ｂ 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業  イ＋ロ＞ハの場合，(イ＋ロ)－ハ

イ：前年度決算における歳出額

ロ：前年度末日における建設改良費等以外の経費に充てるために起債した地方債現在高

ハ：前年度決算における歳入額（当該年度に繰り越して使用する経費に充てるための繰

越金額を除く。）

Ｃ 宅地造成事業を行う法適用企業・法非適用企業 （省略）

Ｄ 解消可能資金不足額

Ａ～Ｃにより算定した資金不足額の全部又は一部が，公営企業に係る施設の建設改良

費等の財源に充てるために起債した地方債の元金償還金で前年度までに償還された合

計額が当該施設に係る前年度までの減価償却費の合計額を超えていることその他これ

に準じる事由により生じていると認められる場合は，Ａ～Ｃにより算定した額からこれ

らの事由により生じている資金不足額を控除した額とする。

② 事業の規模＝以下のとおり算定した前年度の事業の規模

Ａ 宅地造成事業のみを行うものを除く法適用企業

→ (前年度の営業収益の額)－(受託工事収益の額)

Ｂ 宅地造成事業のみを行うものを除く法非適用企業

→ (前年度の営業収益に相当する収入額)－(受託工事収益に相当する収入額)

Ｃ 宅地造成事業のみを行う法適用企業・法非適用企業 （省略）
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健全化判断比率４指標関係【速報値】

2021.8.19現在

2年度 元年度
早期健全
化基準

財政再生
基準

2年度 元年度
早期健全
化基準

財政再生
基準

うち臨時財政対
策債発行可能額

調布市 ▲ 10.42 ▲ 6.13 11.25 20.00 ▲ 12.37 ▲ 7.68 16.25 30.00 50,981,656 0

八王子市 ▲ 5.58 ▲ 1.49 11.25 20.00 ▲ 7.53 ▲ 2.99 16.25 30.00 110,243,791 5,176,224

立川市 ▲ 12.72 ▲ 10.48 11.41 20.00 ▲ 16.69 ▲ 12.31 16.41 30.00 41,923,685 0

武蔵野市 ▲ 9.92 ▲ 6.70 11.38 20.00 ▲ 15.17 ▲ 11.64 16.38 30.00 43,057,331 0

三鷹市 ▲ 6.88 ▲ 2.81 11.45 20.00 ▲ 7.91 ▲ 3.60 16.45 30.00 40,424,399 0

青梅市 ▲ 5.86 ▲ 2.70 11.96 20.00 ▲ 51.37 ▲ 45.34 16.96 30.00 27,017,841 1,896,506

府中市 ▲ 6.80 ▲ 4.59 11.25 20.00 ▲ 19.42 ▲ 13.64 16.25 30.00 56,311,257 0

昭島市 ▲ 7.19 ▲ 6.09 12.32 20.00 ▲ 25.42 ▲ 22.43 17.32 30.00 21,940,734 379,390

町田市 ▲ 5.14 ▲ 5.68 11.25 20.00 ▲ 12.95 ▲ 10.74 16.25 30.00 80,743,860 2,696,941

小金井市 ▲ 7.84 ▲ 9.87 12.21 20.00 ▲ 11.26 ▲ 12.15 17.21 30.00 23,232,461 0

小平市 ▲ 8.54 ▲ 6.04 11.55 20.00 ▲ 13.68 ▲ 8.93 16.55 30.00 36,910,096 1,424,424

日野市 ▲ 8.30 ▲ 5.63 11.58 20.00 ▲ 13.74 ▲ 8.86 16.58 30.00 35,700,197 1,328,838

東村山市 ▲ 8.88 ▲ 6.67 11.81 20.00 ▲ 12.58 ▲ 9.37 16.81 30.00 29,864,604 1,971,033

国分寺市 ▲ 7.06 ▲ 5.28 12.06 20.00 ▲ 8.95 ▲ 6.86 17.06 30.00 25,362,588 0

国立市 ▲ 3.84 ▲ 2.36 12.72 20.00 ▲ 5.66 ▲ 4.15 17.72 30.00 15,897,996 0

福生市 ▲ 5.09 ▲ 5.84 13.07 20.00 ▲ 14.54 ▲ 13.26 18.07 30.00 11,852,054 754,271

狛江市 ▲ 9.71 ▲ 5.83 12.69 20.00 ▲ 13.05 ▲ 8.51 17.69 30.00 16,363,537 874,915

東大和市 ▲ 11.08 ▲ 8.14 12.63 20.00 ▲ 18.67 ▲ 12.84 17.63 30.00 17,286,421 1,143,381

清瀬市 ▲ 7.43 ▲ 4.44 12.73 20.00 ▲ 13.29 ▲ 7.44 17.73 30.00 15,656,677 861,629

東久留米市 ▲ 4.55 ▲ 7.62 12.21 20.00 ▲ 7.59 ▲ 9.24 17.21 30.00 23,214,757 1,447,706

武蔵村山市 ▲ 7.51 ▲ 5.83 12.83 20.00 ▲ 11.29 ▲ 8.82 17.83 30.00 14,273,046 916,112

多摩市 ▲ 6.57 ▲ 4.17 11.76 20.00 ▲ 40.01 ▲ 36.72 16.76 30.00 31,128,105 0

稲城市 ▲ 5.16 ▲ 5.54 12.58 20.00 ▲ 15.22 ▲ 12.42 17.58 30.00 18,191,145 583,852

羽村市 ▲ 9.24 ▲ 6.22 13.10 20.00 ▲ 15.94 ▲ 12.88 18.10 30.00 11,588,578 321,013

あきる野市 ▲ 3.42 ▲ 3.65 12.64 20.00 ▲ 6.86 ▲ 5.22 17.64 30.00 17,047,657 1,049,534

西東京市 ▲ 4.68 ▲ 3.64 11.46 20.00 ▲ 8.31 ▲ 6.50 16.46 30.00 39,829,725 1,883,283

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は，黒字の場合は，｢負の値｣で表示し，赤字の場合は｢正の値｣で表示します。

市町村名
参考
   標準財政規模
      （千円）

実質赤字比率（％） 連結実質赤字比率（％）
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健全化判断比率４指標関係【速報値】

2021.8.19現在

2年度 元年度
早期健全
化基準

財政再生
基準

2年度 元年度
早期健全
化基準

うち臨時財政対策債
発行可能額

調布市 0.4 0.3 25.0 35.0 11.6 9.7 350.0 50,981,656 0

八王子市 ▲ 0.9 ▲ 0.7 25.0 35.0 ▲ 11.0 ▲ 8.7 350.0 110,243,791 5,176,224

立川市 1.8 2.4 25.0 35.0 ▲ 44.1 ▲ 44.1 350.0 41,923,685 0

武蔵野市 ▲ 0.7 ▲ 0.4 25.0 35.0 ▲ 88.2 ▲ 89.3 350.0 43,057,331 0

三鷹市 1.0 1.4 25.0 35.0 4.0 6.7 350.0 40,424,399 0

青梅市 2.6 2.7 25.0 35.0 ▲ 13.0 ▲ 3.7 350.0 27,017,841 1,896,506

府中市 3.0 2.7 25.0 35.0 ▲ 70.9 ▲ 69.4 350.0 56,311,257 0

昭島市 0.5 0.3 25.0 35.0 ▲ 37.0 ▲ 31.0 350.0 21,940,734 379,390

町田市 0.5 0.0 25.0 35.0 ▲ 6.7 ▲ 2.3 350.0 80,743,860 2,696,941

小金井市 1.8 2.1 25.0 35.0 13.9 17.9 350.0 23,232,461 0

小平市 2.0 1.7 25.0 35.0 ▲ 14.5 ▲ 18.6 350.0 36,910,096 1,424,424

日野市 ▲ 2.3 ▲ 2.2 25.0 35.0 19.9 13.2 350.0 35,700,197 1,328,838

東村山市 2.3 2.7 25.0 35.0 ▲ 2.0 ▲ 3.2 350.0 29,864,604 1,971,033

国分寺市 ▲ 1.6 ▲ 1.2 25.0 35.0 ▲ 5.1 0.4 350.0 25,362,588 0

国立市 0.0 ▲ 0.4 25.0 35.0 ▲ 12.3 ▲ 12.1 350.0 15,897,996 0

福生市 ▲ 3.0 ▲ 3.1 25.0 35.0 ▲ 77.1 ▲ 72.5 350.0 11,852,054 754,271

狛江市 1.7 1.9 25.0 35.0 6.3 10.1 350.0 16,363,537 874,915

東大和市 ▲ 2.2 ▲ 2.7 25.0 35.0 ▲ 12.1 ▲ 17.8 350.0 17,286,421 1,143,381

清瀬市 3.7 3.5 25.0 35.0 42.2 23.8 350.0 15,656,677 861,629

東久留米市 0.1 0.3 25.0 35.0 ▲ 4.3 ▲ 1.4 350.0 23,214,757 1,447,706

武蔵村山市 0.3 0.0 25.0 35.0 ▲ 12.9 ▲ 7.7 350.0 14,273,046 916,112

多摩市 2.0 1.6 25.0 35.0 ▲ 44.2 ▲ 43.0 350.0 31,128,105 0

稲城市 3.0 2.9 25.0 35.0 34.6 32.8 350.0 18,191,145 583,852

羽村市 1.0 1.6 25.0 35.0 10.1 15.1 350.0 11,588,578 321,013

あきる野市 7.1 8.2 25.0 35.0 39.3 44.4 350.0 17,047,657 1,049,534

西東京市 2.1 1.7 25.0 35.0 19.5 21.7 350.0 39,829,725 1,883,283

※将来負担比率が表示されない場合でも，「負の値」を表示します。

市町村名
参考
   標準財政規模
      （千円）

実質公債費比率（％） 将来負担比率（％）
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資金不足比率関係【速報値】

単位；％

宅地造成
事業以外

宅地造成
宅地造成
事業以外

宅地造成

調布市 下水道事業会計 －

八王子市 下水道事業会計 －

立川市 下水道事業会計 －

水道事業会計 －

下水道事業会計 －

三鷹市 下水道事業会計 －

病院事業会計 －

モーターボート競走事業会計 －

下水道事業特別会計 －

競走事業会計 －

下水道事業会計 －

水道事業会計 －

下水道事業会計 －

中神土地区画整理事業特別会計 －

病院事業会計 －

下水道事業会計 －

小金井市 下水道事業会計 －

小平市 下水道事業会計 －

市立病院事業会計 －

下水道事業会計 －

東村山市 下水道事業会計 －

下水道事業会計 －

国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計 －

国立市 下水道事業会計 －

福生市 下水道事業会計 －

狛江市 公共下水道会計 －

下水道事業会計 －

土地区画整理事業特別会計 －

清瀬市 下水道事業会計 －

東久留米市 下水道事業会計 －

下水道事業特別会計 －

都市核地区土地区画整理事業特別会計 －

多摩市 下水道事業会計 －

病院事業会計 －

下水道事業会計 －

水道事業会計 －

下水道事業会計 －

あきる野市 下水道事業会計 －

西東京市 下水道事業会計 －

東大和市

青梅市

武蔵野市

日野市

町田市

国分寺市

府中市

2021.08.19現在

昭島市

羽村市

法適用企業 法非適用企業

稲城市

資金不足比率

特別会計名

武蔵村山市

市町村名
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調布市の予算（決算）の種類や収入・支出の内容などは，一般では

使われない用語や表現などが数多くあります。

予算（決算）の主な用語解説を加えていますので，ご活用ください。

※主な財政用語の解説は，後段のページに 50 音順で別途掲載しています。

当初予算 前年度開始３月議会の議決を経て定められる翌年度全体の基本的な予算を

いいます。

一会計年度を通じて定められ，一年間の歳入歳出のすべてを計上すること

が原則となっています。

〔関連語〕補正予算，暫定予算，骨格予算

補正予算 当初予算策定後の事情によって，予算の追加や減額を行うことを補正予算

といいます。年度途中における災害発生や法律の改正などに対応するため，

年４回，定例会として開かれる市議会（6・9・12・3 月）のほか，緊急

の場合の臨時議会に提出され，議決を経て定められます。

一般会計 一般会計は，調布市を含む地方公共団体の行政運営の基本的な経費を計上

する会計のことをいいます。国民健康保険事業などの特定の目的を経理す

る特別会計等以外の全ての経費が一般会計に属し，調布市では，一般会計

のほか，４つの特別会計（国民健康保険・用地・介護保険・後期高齢者医

療）と企業会計（下水道）があります。

〔関連語〕特別会計，企業会計，普通会計

特別会計 特別会計は，一般会計に対し，特定の目的の歳入歳出について経理するた

めに設置された会計をいいます。調布市では， ４つの特別会計のほか，一

般会計と企業会計（下水道）があります。

１ 国民健康保険事業特別会計

２ 用地特別会計

３ 介護保険事業特別会計

４ 後期高齢者医療特別会計

※ 下水道事業特別会計は，令和 2 年度より企業会計に移行

企業会計 地方公共団体が行う事業のうち，地方公営企業法に基づき，独立採算を基

本とする企業的経営を行う事業の会計のことをいいます。

【調布市の企業会計】 下水道事業（令和 2 年度から移行）

普通会計 各地方公共団体では，独自に特別会計を設置するなど，会計の範囲が異な

ります。そこで全国的に比較を行う統計処理のために，一定のルールで作

り上げる仮想の会計で，一般会計と，一定の条件の下にある特別会計を合

算し算出します。

【調布市の普通会計】 １ 一般会計 ・ ２ 用地特別会計

歳入予算 一定期間における収入の見積もりを示すもので，性質に従って，款・項に

区分されます。
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歳出予算 一定期間における支出の見積もりを示すもので，目的に従って，款・項に

区分されます。

継続費 事業を実施する際に何年もかかる場合に，その事業費の総額とそれぞれの

年度に必要な経費を予算で定めたものです。

債 務 負 担 行

為

予算は，単一年度で完結するのが原則ですが，複数年で将来にわたる支払

義務に対応するため，あらかじめ後年度の債務を約束することを債務負担

行為といいます。

複数年にわたる大規模な施設整備や PFI 事業などにおいて，債務負担行為

が設定されます。

繰越明許費 何らかの事由により，当該年度に支出が終わらない見込があるものについ

て，議会の議決を得て翌年度に限り使用できるようにする予算をいいます。

一時借入金 地方公共団体が，一会計年度内において支払準備金に不足が生じた場合に，

その不足を補うために一時的に借り入れる資金をいいます。一時借入金の

限度額は予算で定めることとされています。同じ借入金でも特定の事業に

充当し，後年度に，長期に償還をする地方債とは異なります。

〔関連語〕地方債

款・項・目・

節

予算を区分するときに使う名称のことをいい，「款」は最も大きな区分，次

に「項」「目」「節」と続きます。

款と項二つの上位区分は議会で議決されるもので，各款及び各項の間では

原則流用することはできません。歳出においては，款・項・目は目的別（土

木費・民生費など）に分類され，節は性質別（委託料・扶助費など）に区

分されます。

流用 年度途中において，緊急を要する支出が発生したが，その予算が足りない

場合などに，補正予算を編成することなく，他の予算を減額して当該予算

を増額することをいいます。

各款及び各項の間では，流用することはできず，原則的に補正予算で対応

します。

ただし，各項間においては，あらかじめ議会の議決を経て予算で定めてお

けば，流用が可能となります。

◆歳入（収入）

市税 地方税法，条例により市民や市内の企業から徴収する税です。歳入総額の

およそ 5 割を占め，主要な収入源となっています。

税収入のうち使途が特定されていない普通税と，特定されている目的税が

あります。

【調布市の普通税】

１ 市民税（個人・法人）  

２ 固定資産税  

３ 軽自動車税  

４ 市たばこ税  

【調布市の目的税】

１ 都市計画税  

地方譲与税 法によって国が国税として徴収し，一定の基準によって地方公共団体に譲

与されている税です。
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【調布市の地方譲与税】

１ 自動車重量譲与税  

２ 地方揮発油譲与税  

３ 航空機燃料譲与税

４ 森林環境譲与税

税 連 動 交 付

金

都が徴収した税の一部が交付されるものです。

【調布市の税交付金】

１ 利子割交付金  

２ 配当割交付金  

３ 株式等譲渡所得割交付金  

４ 法人事業税交付金

５ 地方消費税交付金

６ ゴルフ場利用税交付金  

７ 環境性能割交付金

地 方 特 例 交

付金

特例交付金は，普通交付税の交付・不交付にかかわらず，全団体が交付対

象となるものです。平成 18 年度の税制改正による住宅借入金等特別税額

控除や，令和元年度創設の環境性能割（市税及び交付金）における臨時的

軽減に伴い，地方公共団体に生じる減収を補塡するために交付されます。

交 通 安 全 対

策 特 別 交 付

金

交通安全施設の設置等に充てるため，道路交通法により納付される交通反

則金の一部が交付されるものです。

分 担 金 及 び

負担金

市が特定の事業に要する経費に充てるために，その事業によって利益を受

けるものに対し，その受益を限度として徴収するもので，保育園に入園し

ている場合の費用の一部を負担する保育料などがあります。

使 用 料 及 び

手数料

使用料は公共建築物などの利用の対価として収納するもので，市営住宅家

賃，各施設の使用料などがあります。手数料は市が特定の者に提供するサ

ービスの対価として収納するもので，住民票の写しや印鑑登録証明書の発

行手数料，一般廃棄物処理手数料などがあります。

国庫支出金 国が行うべき事業を市へ委託する場合や，市が行う事業に対して一定の割

合で国が補助する場合に交付されるものです。

① 法により国に負担する義務のある国庫負担金（生活保護費負担金など）  

② 奨励的，財政援助的な国庫補助金（学校施設環境改善交付金など）

③ 国が行うべき事務を地方公共団体へ委託する場合の国庫委託金（国勢調

査委託金など）

都支出金 都が行うべき事業を市へ委託する場合や，市が行う事業に対して一定の割

合で都が補助する場合に交付されるもので，国庫支出金と同様，その目的，

性格により都負担金，都補助金，都委託金に分類されます。

財産収入 財産運用収入は市が所有する土地や建物を貸し付けることによる財産貸付

収入と，基金の運用による収入である利子及び配当金があります。

財産売払収入は市が所有する土地や物品の売払いに伴う収入です。

寄附金 市民などから受ける金銭による寄附です。使途を特定されない一般寄附金

と使途が指定される指定寄附金があります。

繰入金 市の他会計や基金（貯金）からの繰入金で，主なものに特別会計における
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決算剰余金を一般会計に繰り入れる特別会計繰入金や，財政調整基金など

各種基金の取崩しによる基金繰入金などがあります。

繰越金 市の決算剰余金（歳入決算から歳出決算を差し引き，そこから翌年度に繰

り越すべき繰越明許費などの財源を控除したもの＝実質収支）を翌年度に

繰り越して使用するものです。

諸収入 他に区分することができない収入を計上する科目で，市預金利子，貸付金

元利収入，雑入などがあります。

地方債

（市債）

地方公共団体が大規模な公共建築物の整備などで単年度に多額な資金を要

する場合の財源調達として，国や東京都などから長期で返済することを条

件で借り入れる資金（市の借金）のことをいいます。世代間負担の公平化

や将来負担を見据えた借入れをすることで，負担の平準化につながります。

◆歳出（支出）

目的別分類 予算の款・項の区分を基準とし，市の経費を行政の目的（議会・民生・土

木・教育費など）によって分類するものです。

議会費 議会費は，市議会の活動，運営に要する経費のことをいいます。

総務費 総務費は，主に市役所や文化会館などの施設や職員の管理費・市税の徴収

事務・住民基本台帳などの管理費・監査事務・選挙事務などに要する経費

のことをいいます。

民生費 民生費は，主に生活保護・高齢者・障害者・保育園・児童館・学童クラブ

など経費のほか，国民健康保険事業・介護保険事業・後期高齢者医療特別

会計への繰出金などに要する経費のことをいいます。

主に社会保障関係経費が含まれていることから，少子高齢化の進行や経済

状況の変動によって，著しい増加傾向にあります。

調布市の歳出予算の約 5 割が民生費となっています。

衛生費 衛生費は，主に市民の健康診断などの保健衛生，駅周辺の都市美化やゆう

水保全などの環境対策，家庭や事業所から排出されるゴミ処理などに要す

る経費のことをいいます。

労働費 労働費は，雇用推進，勤労者互助会などに要する経費のことをいいます。

農業費 農業費は，農業委員会の運営，農業振興などに要する経費のことをいいま

す。

商工費 商工費は，市内の商工業振興及び地域資源を活用した観光振興などの事業

に要する経費です。

土木費 土木費は，主に道路・自転車駐車場・市営住宅・公遊園の整備や管理など

のほか，駅前広場整備などの中心市街地まちづくりなどの事業に要する経

費のことをいいます。

消防費 消防費は，主に東京都に委託している消防事務費や地域防災対策などの事

業に要する経費のことをいいます。

教育費 教育費は，小・中学校の学校教育，公民館・図書館などの生涯学習，スポ

ーツ振興などの事業に要する経費のことをいいます。

公債費 公債費は，市債（市の借金）を返済する元利償還金と一時的な借入金に要

する経費のことをいいます。
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予備費 予備費は，緊急を要する場合などに，予算外の支出又は予算超過の支出に

充てるための経費のことをいいます。ただし，議会が否決した使途に充て

ることは禁止されています。

性質別分類 予算の節の区分を基準とし，市の経費を性質（人件費，物件費など）によ

って分類するものです。

人件費 人件費は，市議会議員や市長等特別職の人件費のほか，市の職員の給与や

退職金などの経費のことをいいます。

扶助費 扶助費は，社会保障制度の一環として生活保護・児童福祉・高齢福祉・障

害福祉などの現金給付や物品の提供に要する経費のことをいいます。法令

に基づいて支給する生活保護費などが代表的な事例で，性質別分類では義

務的経費に属します。

物件費 物件費は，公共建築物の光熱水費や管理業務委託料などの消費的な経費の

ことをいいます。人件費・維持補修費・扶助費・補助費等などに分類され

ない消費的な経費をいい，施設管理やシステム開発などの委託料や会議

室・土地の賃借料などが物件費に区分されます。

維持補修費 維持補修費は，市民が利用する公共建築物の機能を維持・保全するための

補修工事などの支出のことをいいます。

補助費等 補助費等は，公益上必要である場合に支出する市民団体に対する補助金や

東京都への消防事務費の委託金などの消費的な経費のことをいいます。人

件費・維持補修費・扶助費・物件費などに分類されない消費的な経費をい

い，講演会の講師謝礼や市税の過誤納還付金なども補助費等に区分されま

す。

積立金 基金（年度間調整の財源や各種特定の目的のための預金）に積み立てるた

めの費用です。

投 資 及 び 出

資金・貸付金

国の機構への出資金や，緊急援護資金などのことをいいます。

繰出金 各会計相互間において支出される経費をいいます。例としては，一般会計

から国民健康保険事業特別会計などの事務費等へ充当するために繰り出す

ものや，各特別会計における決算剰余金を一般会計へ繰り出すものがあり

ます。

普 通 建 設 事

業費（投資的

経費）

道路，橋りょうなどの公共土木施設や，学校，文化施設などの公共建築物

の新設や改良に要する経費で，投資的な事業費をいいます。また，そのう

ちで国の補助を受けて行う事業を補助事業といい，それ以外を単独事業と

いいます。

経常的経費 歳出のうち，毎年恒常的に支出される経費をいい，主なものとしては，人

件費，物件費，維持補修費などがあります。

〔関連語〕臨時的経費

臨時的経費 一時的な財政需要により支出する経費で，経常的経費に対応しています。

代表的なものとしては，選挙に要する事務費や単年度限りの行事経費，普

通建設事業費などのことをいいます。

〔関連語〕経常的経費

義務的経費 支出が義務付けられ，削減が極めて困難な経費で，人件費，扶助費，公債

費がこれにあたります。
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投資的経費 支出の効果が資本形成に向けられ，学校や文化会館などの公共建築物のほ

か，道路や下水道など，将来の資産となる支出（資産形成につながる支出）

のことをいいます。性質別分類では，普通建設事業費に区分されます。

◆その他参考

会計年度 会計年度は，収入・支出を区分整理して，その関係を明らかにするために

設けられている期間のことをいいます。地方公共団体の会計年度は，毎年

4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終了するものとされています。

※ 翌年 3 月 31 日までに確定している債権債務の所定の手続きを終了し

た現金の収入・支出を 5 月 31 日まで経理する期間として，出納整理期

間が設けられています。

決算 一会計年度の歳入歳出予算の執行実績を決算といいます。地方公共団体の

決算は，会計年度の終了後において作成し，監査委員の審査に付した後，

議会の認定を経ることで確定します。

※ 決算は，一会計年度の収入と支出の実績について作成される確定的な

計算表のことをいいます。会計年度の終了後に作成される決算は，監査委

員の審査を付して，議会の認定を経て確定することになります。5 月 31

日の出納整理期間を終了して収支が確定した決算について，調布市では 9

月議会で決算内容の認定審査をしています。逆に，予算は一定期間におけ

る収入と支出の見積りのことをいいます。

決算剰余金 決算は，歳入（収入）予算を上回って収入した額や，歳出（支出）予算の

不用となった額（未執行額）が生じるため，収入済額が支出済額を上回る

ことが通常です。この差額のことを決算剰余金といいます。この決算剰余

金は，次年度の財政運営に活用される財源となります。また，年度内に終

了しなかった事業の財源として活用を予定する額を除き，実質的な収支差

を純剰余金といいます。⇔繰越金
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財政用語には，一般では使われない用語や表現のほか，財政指標

などが数多くあります。代表的な財政用語について，50 音順で

用語解説を加えていますので，ご活用ください。

（ア行）

依存財源 歳入のうち，国庫支出金や都支出金，地方債などのように国，都などの意思

決定に基づいて収入される財源をいいます。  〔関連語〕自主財源

＊依存財源…… 地方譲与税，地方交付税，国庫支出金，都支出金，地方債

＊自主財源…… 地方税，分担金及び負担金，使用料及び手数料，財産収入，

寄附金，繰入金，繰越金，諸収入

一時借入金 地方公共団体が，一会計年度内において支払準備金に不足が生じた場合に，

その不足を補うために一時的に借り入れる資金で，その限度額は予算で定め

ることとされています。同じ借入金でも特定の事業に充当し，後年度に，長

期に償還をする地方債とは異なります。

〔関連語〕地方債

一般会計 一般会計は，調布市を含む地方公共団体の行政運営の基本的な経費を計上す

る会計のことをいいます。国民健康保険事業などの特定の目的を経理する特

別会計等以外の全ての経費が一般会計に属し，調布市では，一般会計のほか，

４つの特別会計（国民健康保険・用地・介護保険・後期高齢者医療）と企業

会計（下水道）があります。

〔関連語〕特別会計，企業会計，普通会計

一般財源 一般財源は，使途が特定されない収入のことをいい，どのような支出にも活

用することができる収入です。市民の皆さんから納めていただく市税や国や

東京都から納付される譲与税・交付金などのことをいいます。

〔関連語〕特定財源

縁故債 地方債のうち，銀行や農協など，普段地方公共団体と取引関係にある金融機

関から借入れる資金をいいます。

〔関連語〕政府資金

（カ行）

会計年度 地方公共団体の収入及び支出を区分整理して，その関係を明らかにするため

に設けられている一定の期間をいいます。普通地方公共団体の会計年度は，

毎年 4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終わるものとされています。

企業会計 地方公共団体が行う事業のうち，地方公営企業法に基づく病院事業や下水道

事業，水道事業など独立採算を基本とする企業的経営を行う事業の会計のこ

とをいいます。

基金 基金とは，特定の目的のために財産を維持し，資金を積み立てまたは定額の

資金を運用するために設けられる資金または財産をいいます。
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基 準 財 政 収

入額

地方交付税のうち，普通交付税の算定に用いる標準的な税収入を基準財政収

入額といい，市町村分にあっては，税収見込額の 75％と各譲与税収入見込

額が算入されます。

基 準 財 政 需

要額

普通交付税の算定に用いる数値で，各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準

における行政を行う場合の財政的な需要額を算定したものをいいます。

義務的経費 歳出のうち，その支出が義務づけられ任意に削減することが困難な経費で，

人件費，扶助費，公債費の三つをいいます。

繰上充用 会計年度の終了後，歳入が歳出に不足する場合に，翌年度の歳入を不足が生

じた年度に繰り上げて不足額に充てることをいいます。

繰越明許費 歳出予算のうち，予算成立後の事由によって，その年度中に支出の終わらな

い見込みのものについて，翌年度に繰り越して使用することをいいます。繰

越明許費は予算の内容として，議会の議決が必要です。

繰出金 各会計相互間において支出される経費をいいます。一般会計から国民健康保

険事業特別会計などの事務費等へ充当するために繰り出すものや，各特別会

計における決算剰余金を一般会計へ繰り出すものがあります。

形式収支 決算において，歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額を形式収支とい

います。

〔関連語〕実質収支，実質単年度収支，単年度収支

＊形式収支＝歳入決算額－歳出決算額

経 常 一 般 財

源

毎年恒常的に収入される財源のうち，使途が特定されない一般財源をいいま

す。具体的には，地方税のうちの普通税や，普通交付税などをいいます。

経 常 一 般 財

源比率

標準財政規模に対する経常一般財源の割合をいいます。この比率が高いほ

ど，経常一般財源に余裕があり，歳入構造に弾力性があることとなります。

経 常 収 支 比

率

財政構造の弾力性を示す指標で，経常的な経費に充てた一般財源の，経常一

般財源に対する割合のことをいいます。

＊経常収支比率（％）＝経常経費に充当される経常一般財源÷経常一般財源

の額

経常的経費 歳出のうち，毎年恒常的に支出される経費をいい，主なものとしては，人件

費，物件費，維持補修費などがあります。

〔関連語〕臨時的経費

継続費 特定の事業において，2 か年以上にわたり支出すべき予算を定め，あらかじ

め予算の内容として，その総額及び年割額について議決を経るもので，単年

度予算の例外をなすものです。

決算 一会計年度の歳入歳出予算の執行実績を決算といいます。地方公共団体の決

算は，会計年度の終了後において作成し，監査委員の審査に付した後，議会

の認定を経ることで確定します。

※ 決算は，一会計年度の収入と支出の実績について作成される確定的な計

算表のことをいいます。会計年度の終了後に作成される決算は，監査委員

の審査を付して，議会の認定を経て確定することになります。5 月 31 日

の出納整理期間を終了して収支が確定した決算について，調布市では 9

月議会で決算内容の認定審査をしています。逆に，予算は一定期間におけ

る収入と支出の見積りのことをいいます。
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決算剰余金 決算は，歳入（収入）予算を上回って収入した額や，歳出（支出）予算の不

用となった額（未執行額）が生じるため，収入済額が支出済額を上回ること

が通常です。この差額のことを決算剰余金といいます。

この決算剰余金は，次年度の財政運営に活用される財源となります。また，

年度内に終了しなかった事業の財源として活用を予定する額を除き，実質的

な収支差を純剰余金といいます。⇔繰越金

決算統計 「地方財政状況調査」の通称で，総務省が毎年度実施している各地方公共団

体の普通会計を基本に実施する決算分析調査のことをいいます。

この調査によって算出される経常収支比率や人件費比率などの指標によっ

て，類似団体や都内団体との比較を加え，財政構造の見直し等につなげます。

減債基金 将来の地方債の償還及びその信用維持のために設置される基金をいいます。

減収補塡債 地方税の収入が，普通交付税における標準税収入額を下回った場合，その減

収を補うために借入れの同意がなされる特例の地方債をいいます。

減税補塡債 住民税減税などによって市税収入が減収となることに対して，その減収を補

うために借入れの同意がなされる特例の地方債をいいます。

公共事業 国や地方公共団体が行う工事や用地買収などのことをいいます。代表的なも

のとしては，道路や公園などの土木工事や，各種公共建築物（公営住宅や社

会福祉施設）の整備などをいいます。

公債費 公債費は，市債（市の借金）を返済する元利償還金と一時的な借入金に要す

る経費のことをいいます。

公 債 費 負 担

比率

公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合をいい，この率が

高いほど財政の硬直性の高いことを示しています。一般的に，15％が警戒

ライン，20％が危険ラインとされます。

骨格予算 予算は１年間の全ての歳入歳出を計上することが原則ですが，首長の選挙が

予定され政策的な予算は選挙後に計上することとして，人件費などの義務的

な経費等最小限度の予算を計上することを，骨格予算といいます。

（サ行）

歳出 会計年度におけるいっさいの支出をいいます。

財 政 調 整 基

金

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために設置してい

る基金で，経済事情の変動等で財源が不足する場合や，大規模な建設事業，

災害などの財源として活用します。

財政力指数 普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を，基準財政需要額で除した数値

の過去３か年の平均値をいい，各地方公共団体の財政力を示す指数です。こ

の指数は１に近く，あるいは１を超えるほど財政的に余裕がある団体といわ

れています。

歳入 会計年度におけるいっさいの収入をいいます。

債 務 負 担 行

為

予算は，単一年度で完結するのが原則ですが，複数年で将来にわたる支払義

務に対応するため，あらかじめ後年度の債務を約束することを債務負担行為

といいます。

複数年にわたる大規模な施設整備や PFI 事業などにおいて，債務負担行為が

設定されます。
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債務保証 総務大臣が指定する法人が，金融機関等から資金を借り入れる場合に，地方

公共団体がその債務の弁済を保証することをいいます。これは，債務負担行

為の一種として予算で定める必要があります。

暫定予算 予算は，会計年度開始前に成立する必要がありますが，何らかの理由で成立

しない場合に，一定期間分の必要最小限の予算について定める予算のことを

いいます。

事故繰越し 歳出予算のうち，年度内に支出負担行為をしたもので，避けがたい事故のた

めに年度内に支出を終わらないものについて，翌年度に支出することをいい

ます。

市債

（地方債）

地方公共団体が大規模な公共建築物の整備などで単年度に多額な資金を要

する場合の財源調達として，国や東京都などから長期で返済することを条件

で借り入れる資金（市の借金）のことをいいます。

世代間負担の公平化や将来負担を見据えた借入れをすることで，負担の平準

化につながります。

自主財源 地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい，地方税，使用料，

財産収入などがあります。 〔関連語〕依存財源

＊自主財源…… 地方税，分担金及び負担金，使用料及び手数料，財産収入，寄

附金，繰入金，繰越金，諸収入

＊依存財源…… 地方譲与税，地方交付税，国庫支出金，都支出金，地方債

市 場 公 募 地

方債

地方公共団体が，起債市場において公募し，発行する地方債をいい，単に市

場公募債ともいいます。

実質収支 決算において，歳入歳出差引額（形式収支）から，繰越事業に伴って繰り越

すべき財源を控除した決算額をいいます。

＊実質収支＝形式収支－翌年度へ繰り越すべき財源

実 質 収 支 比

率

標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。平成 20 年度決算から

本格施行となっている地方財政健全化法に基づく健全化判断比率等のうち

実質赤字比率の算定が赤字要素であるのに対し，実質収支比率は黒字要素で

の把握となります。

＊実質収支比率（％）＝実質収支額÷標準財政規模（臨時財政対策債の発行

可能額含む）

実 質 単 年 度

収支

単年度収支には，基金への積立金や取崩しによる繰入金などの要素が含まれ

ているため，これらの黒字や赤字に関わる特別な要素を取り除いた単年度収

支を，実質単年度収支といいます。

＊実質単年度収支＝単年度収支＋財政調整基金積立額＋地方債繰上償還額－財政調

整基金取崩し額

人件費 人件費は，市議会議員や市長等特別職の人件費のほか，市の職員の給与や退

職金などの経費のことをいいます。

出 納 整 理 期

間

会計年度末までに，確定した債権債務について，未収未払いの整理を行うた

めの期間で，会計年度終了の翌日（4 月 1 日）から，5 月 31 日までの 2

か月間をいいます。
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性質別分類 地方公共団体の経費を，経済的性質で分類したものを性質別分類といいま

す。

人件費，物件費，維持補修費，補助費等，普通建設事業費などに分けられ，

それらの分類はさらに「義務的経費」，「投資的経費」，「その他の経費」の３

つに分類されます。

〔関連語〕目的別分類

政府資金 地方債のうち，政府機関から借り入れる資金のことをいいます。代表的な資

金としては，財政融資資金があります。

総 計 予 算 主

義

地方公共団体の予算の原則のひとつで，歳入歳出は混交または相殺すること

なく，収入のすべてを歳入予算に，支払のすべてを歳出予算に計上すること

をいいます。

そ の 他 の 経

費

性質別分類のなかで，「義務的経費（人件費，扶助費，公債費）」「投資的経

費（普通建設事業費）」以外の経費のことをいいます。

施設管理費などの物件費，施設の維持保全などの維持補修費，各種団体への

補助金をはじめとする補助費等，特別会計への繰出しなどの繰出金のことを

いいます。

（タ行）

単独事業 地方公共団体が行う事業のうち，国の補助を受けないものをいいます。

〔関連語〕補助事業

単年度収支 実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいます。これは，実質収

支中には前年度以前からの収支残が累積されているため，これを控除し，当

該年度だけの収支を算出します。

＊単年度収支＝当該年度の実質収支－前年度の実質収支

地方交付税 地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう，一定

の基準により国が交付する税をいいます。

地方債

（市債）

地方公共団体が大規模な公共建築物の整備などで単年度に多額な資金を要

する場合の財源調達として，国や東京都などから長期で返済することを条件

に借り入れる資金（市の借金）のことをいいます。世代間負担の公平化や将

来負担を見据えた借入れをすることで，負担の平準化につながります。

地方債計画 毎年度，総務省が策定する地方債の年度計画で，事業別あるいは資金別の予

定額を示した全体計画をいいます。

地 方 債 現 在

高

地方公共団体が地方債を借入れした後，元金と利子を返済していきます。地

方債の各年度末おける未償還（未返済）元金を地方債現在高といいます。

地方財政 地方財政は，単一の国家財政とは異なり，都道府県，市町村など地方公共団

体の財政を総称したもので，団体の規模，行政範囲・予算等は各団体によっ

て大幅に異なります。

地 方 財 政 計

画

内閣は，毎年度，翌年度の地方公共団体の歳入歳出の見込額に関する書類を

作成し，国会に提出します。これを地方財政計画といい，国はその中で地方

交付税により地方財源の保障を行っています。

地方譲与税 国税として徴収した税を地方公共団体に譲与するもので，「自動車重量譲与

税」，「地方揮発油譲与税」，「航空機燃料譲与税」などがあります。
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地方税 租税のうち，国が課税権の主体となるものが国税で，地方公共団体が課税権

の主体であるものを地方税といいます。また，地方税のうち，市町村が課税

するものを市町村税といい，主なものとしては，市町村民税，固定資産税，

軽自動車税，市町村たばこ税，都市計画税などがあります。

地 方 特 例 交

付金

特例交付金は，普通交付税の交付・不交付にかかわらず，全団体が交付対象

となるものです。平成 18 年度の税制改正による住宅借入金等特別税額控除

や，令和元年度創設の環境性能割（市税及び交付金）における臨時的軽減に

伴い，地方公共団体に生じる減収を補塡するために交付されます。

超過負担 経費の負担について，国と地方の間でルールが定められているものについ

て，その負担割合以上に地方が負担している場合をいいます。その原因とし

ては，国において十分な措置がされていない場合と，地方が国の基準以上に

経費をかけている場合があります。

積立金 計画的に財政を運営するため，または，財源的に余裕がある場合に積み立て

るものをいい，積み立てたものは，基金として管理されます。

逓次繰越 継続費の毎年度の年割り額の執行残額を翌年度へ繰り越すことをいいます。

投資的経費 支出の効果が資本形成に向けられ，学校や文化会館などの公共建築物のほ

か，道路や下水道など，将来の資産となる支出（資産形成につながる支出）

のことをいいます。性質別分類では，普通建設事業費に区分されます。

当初予算 年度開始前の３月議会の議決を経て定められる翌年度全体の基本的な予算

をいいます。

一会計年度を通じて定められ，一年間の歳入歳出のすべてを計上することが

原則となっています。 〔関連語〕補正予算，暫定予算，骨格予算

道 路 関 連 財

源

道路関連の財源で，市町村（政令市）にあっては，自動車重量譲与税，地方

揮発油譲与税，自動車取得税交付金などがあります。

特定財源 財源のうち，使途が特定されているものをいい，主なものとしては，国庫支

出金，都支出金，地方債などがあります。 〔関連語〕一般財源

特別会計 特別会計は，一般会計に対し，特定の目的の歳入歳出について経理するため

に設置された会計をいいます。

特別交付税 地方交付税の総額のうち，94％は普通交付税として財政力に応じ各地方公

共団体へ交付されますが，残りの 6％は特別交付税として，災害などの特別

な事情に対して配分されています。

※ 地方交付税とは，国税のうち所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税

の一定割合の額を財源として，全国の地方公共団体がほぼ均等に行政水準

を維持し，事務を遂行できるように一定の基準により国が交付する税のこ

とをいいます。普通交付税と特別交付税の2 種類に区分され，総額の94％

が普通交付税・6％が特別交付税の割合となっています。

調布市では昭和 58 年度から現在まで，全国でも数少ない普通交付税の不交

付団体となっています。

〔関連語〕普通交付税
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（ナ行）

肉付予算 骨格予算に対して，政策的な経費や新規事業を補正予算にて加えることをい

います。

※ 骨格予算：選挙等の事由によって，人件費等義務的な経費などの最小限

の経費を計上した予算

（ハ行）

バ ラ ン ス シ

ート

貸借対照表の呼称で，一定の時点における財政状態を明らかにするために，

資産，負債，資本を一覧表にした報告書をいいます。

標 準 税 収 入

額

地方公共団体の標準的な税収入額を示すもので，次の算式によって算定され

ます（市町村の場合）。

＊標準税収入額＝基準財政収入額－（所得割における税源移譲相当額の 25％

＋ 地方消費税交付金税率引上分の 25％ ＋ 地方譲与税 ＋ 交通安全対策特別

交付金）× 100÷75

標 準 財 政 規

模

地方公共団体の一般財源における標準規模を示すもので，次の算式によって

算定されます（市町村の場合）。

＊標準財政規模＝標準税収入額 ＋ 地方譲与税 ＋ 交通安全対策特別交付金

＋ 普通交付税 ＋ 臨時財政対策債発行可能額

扶助費 扶助費は，社会保障制度の一環として生活保護・児童福祉・高齢福祉・障害

福祉などの現金給付や物品の提供に要する経費のことをいいます。法令に基

づいて支給する生活保護費などが代表的な事例で，性質別分類では義務的経

費に属します。

普通会計 各地方公共団体では，独自に特別会計を設置するなど，会計の範囲が異なり

ます。そこで全国的に比較を行う統計処理のために，一定のルールで作り上

げる仮想の会計で，一般会計と，一定の条件の下にある特別会計を合算し算

出します。

【調布市の普通会計】 １ 一般会計 ・ ２ 用地特別会計

普 通 建 設 事

業費

道路，橋りょうなどの公共土木施設や，学校，文化施設などの公共建築物な

どの新設や改良に要する経費で，投資的な事業費をいいます。また，そのう

ちで国の補助を受けて行う事業を補助事業といい，それ以外を単独事業とい

います。

普通交付税 地方交付税の総額のうち，94％は普通交付税として財政力に応じ各地方公

共団体へ交付されますが，残りの 6％は特別交付税として，災害などの特別

な事情に対して配分されています。

※ 地方交付税とは，国税のうち所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税

の一定割合の額を財源として，全国の地方公共団体がほぼ均等に行政水準

を維持し，事務を遂行できるように一定の基準により国が交付する税のこ

とをいいます。普通交付税と特別交付税の2 種類に区分され，総額の94％

が普通交付税・6％が特別交付税の割合となっています。

調布市では昭和 58 年度から現在まで，全国でも数少ない普通交付税の不交

付団体となっています。

〔関連語〕特別交付税
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普通税 税のうち一般的な財政需要を賄うための税目で，特定の目的のために課税さ

れる目的税と区分されます。市町村税のうち普通税の主なものとしては，市

町村民税，固定資産税，軽自動車税，市町村たばこ税，特別土地保有税など

で，目的税の主なものとしては，事業所税，都市計画税などがあり，これら

は，使途が定められています。

補助金 補助金には，国や都が予算などの定めにより特定の目的実現のために，市町

村へ現金を給付する場合と，市町村が公益上の必要により，財政的支援とし

て市民等へ現金を給付する場合があります。

補助事業 地方公共団体が行う事業のうち，国の補助を受けて行うものをいいます。

〔関連語〕単独事業

補正予算 当初予算策定後の事情によって，予算の追加や減額を行うことを補正予算と

いいます。年度途中における災害発生や法律の改正などに対応するため，年

４回，定例会として開かれる市議会（6・9・12・3 月）のほか，緊急の場

合の臨時議会に提出され，議決を経て定められます。

（マ行）

目的税 税のうち，特定の目的のために賦課するもので，市町村税では，事業所税，

都市計画税などがあります。

目的別分類 地方公共団体の経費を，行政目的によって分類することで議会費，総務費，

民生費，土木費などに分類しています。

（ヤ行）

予算 一会計年度の歳入歳出予算の収入支出の見積りのことを予算といいます。地

方公共団体の予算は歳入歳出予算，継続費，繰越明許費，債務負担行為，地

方債，一時借入金などを定め，議会の議決により承認を得ます。

逆に，決算は一定期間における収入と支出の執行実績のことをいいます。

当初予算

前年度開始３月議会の議決を経て定められる翌年度全体の基本的な予算を

いいます。

一会計年度を通じて定められ，一年間の歳入歳出のすべてを計上することが

原則となっています。〔関連語〕補正予算，暫定予算，骨格予算

補正予算

当初予算策定後の事情によって，予算の追加や減額を行うことを補正予算と

いいます。年度途中における災害発生や法律の改正などに対応するため，年

４回，定例会として開かれる市議会（6・9・12・3 月）のほか，緊急の場

合の臨時議会に提出され，議決を経て定められます。

予算繰越 予算繰越とは，予算の会計年度独立の例外として，経費を翌年度以降におい

て執行することをいいます。種類としては，継続費の逓次繰越，繰越明許費，

事故繰越の 3 つがあります。

（ラ行）

ラ ス パ イ レ

ス指数

地方公務員と国家公務員の平均給料月額を，国家公務員の職員構成を基準と

して，一般行政職における学歴別・経験年数別に比較し，国家公務員の給料

水準を 100 とした場合の地方公務員の給料水準を示した指数のことをいい

ます。
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臨 時 財 政 対

策債

地方公共団体の財源不足に対する財政対策としての借入金（地方債）のこと

をいいます。

地方交付税制度においては，従来，国が全額負担していた地方交付税のうち

地方負担相当額を地方が地方債によって賄う場合に発行する特例的な地方

債をいいます。

（平成 13 年度から制度創設）

臨時的経費 一時的な財政需要により支出する経費で，経常的経費に対応しています。代

表的なものとしては，選挙に要する事務費や単年度限りの行事経費，建設事

業費などのことをいいます。

〔関連語〕経常的経費
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「地方財政健全化法（地方公共団体の財政の健全化に関する法律）」は，平成 19 年 3 月

の閣議決定後，同年 6 月に制定しました。

この地方財政健全化法では，｢地方公共団体は，毎年度，実質赤字比率・連結実質赤字比率・

実質公債費比率・将来負担比率の４指標（健全化判断比率）を監査委員の審査に付したうえ

で，議会に報告し，市民に公表しなければならない。｣と規定しています。この背景として，

北海道夕張市における財政破綻など，地方財政の悪化を早期改善（健全化）につなげること

を目的としています。これにより，「財政状況の悪化が一定の基準を超過した場合には健全化

又は再生計画を定めなければならない。」との義務付けがなされました。

この公表の対象となる４指標（健全化判断比率）とは，普通会計の収支に関する「実質赤

字比率」・公営事業会計も合わせた「連結実質赤字比率」・公営企業債なども含め一般財源規

模に対する公債費の割合を示す「実質公債費比率」・公社，第３セクターなども加えた実質的

負債に関する「将来負担比率」のことをいいます。これら４指標については，毎年度の決算

審査において，監査委員の審査に付したうえで，議会に報告し，市民への公表が義務付けら

れています。

総務省では，平成 20 年度（2008）年度に全ての地方自治体に４種類の財政指標の公表

を求め，そのうちいずれかの指標が基準を超えて悪化した場合には，財政健全化計画を策定

しなければなりません。これに加え，公認会計士などによる外部監査が義務付けられること

になります。さらに財政状況の悪化が進行した場合には，第２段階として，財政再生団体へ

移行し，国の管理下での再生計画を策定することになります。

今回の「健全化判断比率」は，フロー指標（実質赤字比率，連結実質赤字比率及び実質公

債費比率）だけでなく，ストック指標（将来負担比率）についても取り入れており，これま

での普通会計（主には一般会計）での財政指標に連結ベースでの財務状況を加えている点が

特徴点と言えます。

★調布市では，この地方財政健全化法の施行を踏まえ，経常収支比率等の従来の財政指

標に加え，これまで以上に連結ベースでの財政構造の改善に取り組んでいきます。また，

世代間負担の公平化と将来負担の在り方を検討しながら，債務残高の縮減とともに透明

性の向上にも努めていきます。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律関連

（カ行）

健 全 化 判 断

比率等

健全化法第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の規定に基づき，毎年度の決算

後，速やかに，実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率及び将来

負担比率の４指標及び公営企業にかかる資金不足比率とともに，各指標の算

定において基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し，その意

見を付けて議会報告することが義務付けられました。

なお，健全化判断比率は，議会への報告後，公表しなければならないとされ

ています。 ※ 各資料の説明については別掲載

（サ行）

財 政 再 生 基

準

従来の地方財政再建制度は，地方公共団体の普通会計を主な対象とする「地

方財政再建促進特別措置法（財政再建法）」を中心として組み立てられてき

ましたが，早期健全化の枠組（早期健全化基準）を設け，なお改善しない場

合に再生の枠組（財政再生基準）に移行するという２段階の新たな手続きを

構築するための基準です。

各指標の財政再生基準は，実質赤字比率 20％・連結実質赤字比率 30％・

実質公債費比率 35％の各健全化判断比率のうちのいずれかが財政再生基準

以上の場合には，財政再生計画を定めることが義務化されました。

資 金 不 足 比

率

公営企業会計ごとに算定するもので，一般会計での実質赤字に相当する資金

不足額を，営業収益の額などから算定する事業規模で除して得た指標です。

地方公共団体の全会計を通じた連結実質赤字比率の算定において，個別の会

計ごとに公営企業会計の資金不足額を求め，算入するとともに，個別資金の

不足比率を算定することとなります。

調布市では下水道事業特別会計が該当し，黒字決算の場合は，マイナスとな

り，表示は「-」となります。

実 質 赤 字 比

率

地方公共団体の一般会計や一部の特別会計について，歳出に対する歳入の不

足額がある場合に，その赤字額を地方公共団体の一般財源の標準規模を表わ

す標準財政規模の額で除して得た指標です。

調布市では一般会計・用地特別会計（一般会計等といいます。）の実質収支

額の合計額が黒字か赤字かを比率化するもので，黒字決算の場合はマイナス

となり，表示は「-」となります。

※黒字決算の場合は実質収支比率のマイナス表示となります。

実 質 公 債 費

比率

実質公債費比率は，普通会計以外の公営企業会計や一部事務組合なども含め

た義務的な公債費等が何にでも活用可能な財源（一般財源）に占める割合の

ことをいいます。公債費比率が普通会計単独であるのに対し，連結ベースで

の公債費比率を算定することで，企業会計における連結決算の考え方の財政

指標となります。⇔公債費比率

※ この比率は 3 か年平均値で算出し，18％以上の場合は地方債の許可・

25％以上は地方債制限団体となります。

※ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率（４

指標）となりました。また，都市計画税収を特定財源として扱うことにな

っています。《再掲》
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将 来 負 担 比

率

地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになる実質的な負債額

を把握し，この将来負担額からその償還に充てることが可能な基金等の額を

控除した上で，標準財政規模を基本とする額で除して得た指標です。

一般会計等の地方債残高に加え，債務負担行為に基づく支出予定額，一般会

計等以外の会計の公債費に充てるため一般会計等が負担することになる見

込額，退職手当支給予定額等の一般会計等の負担見込額，連結実質赤字額な

どが含まれることとされています。

実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率がフロー指標で，当該年

度における現金の流れを示したものであることに対し，将来負担比率は地方

公共団体の負債の状況や将来の収支見通しを把握するために新たに導入さ

れたストック指標となります。

早 期 健 全 化

基準

従来の地方財政再建制度は，地方公共団体の普通会計を主な対象とする「地

方財政再建促進特別措置法（財政再建法）」を中心として組み立てられてき

ましたが，より早期に是正を図るための基準となるものです。

各指標の早期健全化基準は，実質赤字比率 11.25％～15％・連結実質赤字

比率 16.25％～20％・実質公債費比率 25％・将来負担比率 350％を基準

とし，各健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合に

は，財政健全化計画を定めることが義務化されました。

（タ行）

退 職 手 当 負

担見込額

新たに導入された将来負担比率の算出において，一般会計等の地方債残高，

債務負担行為に基づく支出予定額，一般会計等以外の会計の公債費に充てる

ため一般会計等が負担することになる見込額に加え，職員の退職給与引当金

相当額についても負債の一部として将来負担額にカウントすることとなり

ました。

連結ベースでの将来負担額を負債と資産のストック状況に義務的な将来負

担額である退職手当負担見込額として算出し，負債額に加算します。

（ラ行）

連 結 赤 字 比

率

地方公共団体のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して，地方公共団体全

体の歳出に対する歳入の資金不足額がある場合に，その赤字額を，標準財政

規模の額で除して得た指標です。

調布市では実質赤字比率の対象となる一般会計等，国民健康保険事業・介護

保険事業・後期高齢者医療・下水道事業の実質収支額の合計額が黒字か赤字

かを比率化するもので，黒字決算の場合はマイナスとなり，表示は「-」と

なります。
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